
 

 

一般競争入札について、次のとおり公表します。 

 

令和７年５月２２日 

 

川崎市長    福  田  紀  彦  

 

一般競争入札について、次のとおり公表します。 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１） 件名     川崎市立学校給食室回転釜及び食器洗浄機保守点検業務委託 

（２） 履行場所  川崎市立学校 

（３） 履行期間  契約締結日～令和８年３月３１日 

（４） 業務概要 「仕様書」によります。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満たさなければなりません。 

（１） 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２） 令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されていること。 

（３） 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（４） 本市または他官公庁において、類似の業務を受託した実績が過去５年間にあること。 

３ 一般競争入札参加申込書の配布及び提出 

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申込みをしなければなりません。一般競

争入札参加申込書は、３(１)の場所で配付しています。また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることができます。 

（１）  配布・提出場所 

〒２１０－０００５ 

川崎市川崎区東田町５番地４ 川崎市役所南庁舎４階 

教育委員会事務局 教育環境整備推進室 管理担当 萩原 

電話  ０４４－２００－３４８０ 

FAX  ０４４－２００－３６７９ 

E-mail  88seibi@city.kawasaki.jp 

（２） 配布・提出期間 

令和７年５月２２日（木）～令和７年５月２８日（水） 平日午前９時～正午、午後１時～午後４時 

   ※土曜・日曜日を除きます。 

（３） 提出物 

ア 一般競争入札参加申込書 

イ ２（４）に示した資格に係る契約実績を証明するもの 

※書類の提出に不備がある場合、実績等の確認ができないため無効となる場合がありますので御注意く

ださい。 
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（４） 提出方法 

持参に限ります。 

 

４ 資料の閲覧 

  ３（１）の場所、３（２）の期間で縦覧に供します。 

５ 確認通知書の交付 

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次により競争参加資格確認通知書を交付します。 

※併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認してください。 

（１）  交付方法 

「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡX）により送付します。 

（２） 日時 

令和７年５月３０日（金）までに交付 

６  仕様に関する問い合わせ 

（１） 問い合わせ先 

３（１）に同じ 

（２） 問い合わせ方法 

「質問書」により、３（１）のFAX又は、電子メールアドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡をしてくださ

い。 

※郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、３(１)の場所で配付しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」からダウンロードすることができます。 

（３） 問い合わせ受付期間 

令和７年５月３０日（金）～令和７年６月４日（水） 平日午前９時～正午、午後１時～午後４時 

（４） 回答方法 

令和７年６月６日（金）までに、全社に文書（電子メールまたはFAX）にて送付します。 

７ 競争入札参加資格の喪失 

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次のいずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。 

（１） この公告に定める参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

（２） 競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

８ 入札手続等 

入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行うものとします。 

（１） 入札方法        持参による紙入札 

（２） 入札・開札の日時   令和７年６月１１日（水）午前１０時 

（３） 入札・開札の場所   川崎市川崎区宮本町１番地  川崎市役所本庁舎３０１会議室 

（４） 入札保証金       免除 

（５） 入札の無効               川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場合は、これを無効とします。 

（６） 落札者の決定等 

川崎市契約規則第１４条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。 ただし、その者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。 



９ 契約手続等 

（１） 契約書の作成  要 

（２） 契約保証金    契約金額の１０％ 

ただし、川崎市金銭会計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除く。）、又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に変えることが

できます。 

また、川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除し

ます。 

（３） 前払金       否 

10 その他 

（１） 事情により入札を取りやめる場合があります。 

（２） 契約手続において使用する言語及び通貨は､日本語及び日本国通貨に限ります｡ 

（３） 公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。 

（４） 川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、３(１)の場所で閲覧することができるほか、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることができます。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

